
: 1 号

：

：

1、 入札及び契約の過程に関する事項

・ :

・ :

・ :

・ :

・ :

・ : 別紙（指名選考内申書）

・ :

・ :

・ :

・ :

・ : 円

２、 契約の内容に関する事項

・ 工事名、場所、種別、概要

:

:

:

:

・ 契約業者名

：

・ 契約金額 ： 円（税込み）

・ 工　　期 ： 自 1-A

至 1-B

令 和 8 年 6 月 23 日

令 和 9 年 3 月 1 日

大沼郡三島町町大字大登字寺沢地内

舗装工

111,100,000

場 所

 代表取締役　田　中　智　仁

散水消雪工

U型側溝工等

町道寺沢・四ッ田線道路改良工事

入 札 方 式 郵便入札

落 札 者 名

L=356.11ｍ

町道寺沢・四ッ田線道路改良工事

101,000,000

別紙（入札の経過及び落札者）

別紙（工事等請負業者指名選考内申書）

一般土木工事Ａ

滝谷建設工業株式会社

入 札 年 月 日

競 争 参 加 資 格 一般土木工事Ａ

契 約 業 者 名

落 札 金 額

W=3.00～5.50ｍ（4.00～8.75ｍ）

種 別

概 要

滝谷建設工業株式会社 　 代表取締役　田　中　智　仁

有 資 格 業 者 名

入 札 金 額

一般的な工事なので、前記１～８までに該当する以外のものを選定した。

一般土木工事　設計金額3,000万円以上につき、基準評点800点以上

選 定 理 由

指 名 基 準

別紙（入札の経過及び落札者）

入札及び契約の過程及び内容の公表事項

担 当 課

工 事 名

工 事 名

指 名 業 者 名

入 札 者 名

工 事 番 号

令和8年6月12日

工第

産業建設課



1･ ：

2･ ：

3･ ：

4･

第1回 備　考

田 中 智 仁

落札

佐 藤 岩 男

金 子 正 弘 委任先

羽 賀 幸 男

宮 野 昭

6

５、落 札 者：

６、落 札 金 額： 円
（税抜き）

福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下177番地

株 式 会 社 海 老 名 建 設

福島県大沼郡三島町大字西方字居平134番地

福島県大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687番地

佐 久 間 建 設 工 業 株 式 会 社

8

#

103,000,000

大和建設工業株式会社

羽 賀 建 設 工 業 株 式 会 社

109,000,000

#

福島県大沼郡金山町大字西谷字下夕川原542-1

9

101,000,000

 代表取締役　田　中　智　仁

#

#
107,000,000

7

滝谷建設工業株式会社

入札の経過及び落札者について

入札者名及び住所

滝 谷 建 設 工 業 株 式 会 社

福島県大沼郡三島町大字滝谷字居平510

105,800,000

第2回

#

#

#

#

工 事 名

入 札 年 月 日

入 札 場 所

入 札 金 額 及 び 経 過

町道寺沢・四ッ田線道路改良工事

令和8年6月12日

三島町役場　町長室

101,000,000



工　事
箇　所

名

日

5 社

略号

9

工事等主管課長　産業建設課長

指名選考理由

委任先なし

散水消雪工

U型側溝工等

商号又は名称

工　事
概　要

　上記のとおり工事等請負業者の指名選考を内申します。

福島県大沼郡金山町大字西谷字下夕川原542-1

計

　工事請負人等指名選考委員会委員長　殿

小　松　　昭

令和8年5月25日

入札方式：郵便入札

舗装工

W=3.00～5.50ｍ（4.00～8.75ｍ）

指　名　選　考　業　者　名

代表取締役

福島県大沼郡三島町大字滝谷字居平510

工事等請負業者指名選考内申書

代表者又は受任者名 所　　在　　地

工事番号 千円

産 業 建 設 課 155

L=356.11ｍ

担当課

工事名 設計額 120,0001 号

一般土木工事Ａ

補助･単独の別

工第 町道寺沢・四ッ田線道路改良工事

大 沼 郡 三 島 町 町 大 字 大 登 字 寺 沢 地 内

福島県大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687番地

備考

佐　藤　岩　男

工　　期

補助

委任先なし

福島県大沼郡三島町大字西方字居平134番地
営業所長

羽  賀　幸  男
代表取締役

羽賀建設工業株式会社

滝谷建設工業株式会社

代表取締役
佐久間建設工業株式会社

株式会社海老名建設

大和建設工業株式会社

田　中　智　仁
福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下177番地 委任先なし

金　子　正　弘

委任先なし

委任先あり

宮  野    　昭

代表取締役

一般的な工事なので、前記１～８までに該当する以外のものを選定した。

選　定　理　由　区　分


